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　人事労務管理は社員の雇用や働き方だけでなく、経営にも直結する重要な仕事ですが、制度に慣れてい
ない人には聞き慣れないような専門用語や、概念的でわかりにくい内容がたくさんあります。そこで本連
載では、人事部門に初めて配属になった方はもちろん、ある程度経験を積んだ方も、担当者なら押さえて
おきたい人事労務関連の基本知識や用語についてわかりやすく解説します。
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第32回

定
義
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い

今
回
は
、
正
社
員
と
非
正
規
社
員
に
つ
い
て
取
り
上

げ
ま
す
。

広
く
社
会
に
浸
透
し
、
あ
た
り
前
の
よ
う
に
日
常
で

使
わ
れ
て
い
る
用
語
で
す
が
、
そ
の
定
義
は
必
ず
し
も

明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
社
員
も
非
正
規
社
員
も
法

律
上
の
用
語
で
は
な
く
、
複
数
の
雇
用
形
態
の
う
ち
、

一
般
的
に
認
知
さ
れ
た
通
称
と
い
え
る
も
の
と
考
え
て

い
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
を
具
体
化
し
て
い
く
た
め
に
、
雇

用
形
態
に
つ
い
て
代
表
的
な
も
の
の
解
説
か
ら
始
め
ま

す
。

①
雇
用
期
間
…
労
働
者
が
雇
用
さ
れ
る
期
間
の
定
め
の

な
い
無
期
雇
用
（
満
60
歳
以
降
の
定
年
設
定
は
可
）

と
、
定
め
の
あ
る
有
期
雇
用
（
原
則
、
最
大
３
年
。

更
新
可
）
の
区
分
あ
り
。

②
労
働
時
間
…
企
業
が
定
め
て
い
る
所
定
労
働
時
間

（
原
則
、
最
長
１
日
８
時
間
、
週
40
時
間
）
の
す
べ

て
の
時
間
を
働
く
フ
ル
タ
イ
ム
と
、
よ
り
短
い
時
間

で
働
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
区
分
あ
り
。

③
雇
用
元
…
勤
務
先
の
企
業
と
労
働
者
間
で
雇
用
に
関

す
る
契
約
を
結
ぶ
直
接
雇
用
と
、
勤
務
先
と
は
別
の

企
業
と
労
働
者
間
で
契
約
を
結
ぶ
間
接
雇
用
の
区
分

あ
り
。

こ
れ
ら
三
つ
の
形
態
の
う
ち
、
正
社
員
は
①
無
期
雇

用
、
②
フ
ル
タ
イ
ム
、
③
直
接
雇
用
の
組
合
せ
と
一
般

的
に
認
知
さ
れ
、厚
生
労
働
省
の
資
料
な
ど
を
み
て
も
、

お
お
よ
そ
こ
の
組
合
せ
を
基
本
と
し
た
記
述
に
な
っ
て

い
ま
す
。
一
方
で
、
非
正
規
社
員
は
正
社
員
以
外
の
労

働
者
を
括
る
用
語
で
あ
り
、
雇
用
形
態
上
は
①
有
期
雇

用
、
②
パ
ー
ト
タ
イ
ム
ま
た
は
フ
ル
タ
イ
ム
、
③
直
接

雇
用
ま
た
は
間
接
雇
用
が
一
般
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る

組
合
せ
と
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
細
か
い
形
態
の
差
異
に

よ
り
、
非
正
規
社
員
は
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
・
契
約

社
員
・
嘱
託
社
員
・
派
遣
社
員
な
ど
と
区
分
さ
れ
ま
す
。

先
ほ
ど
か
ら
「
一
般
的
な
認
知
」
と
逐
一
記
載
し
て

い
る
の
に
は
理
由
が
あ
り
ま
す
。
実
は
、
こ
れ
ら
の
組

合
せ
か
ら
外
れ
る
正
社
員
・
非
正
規
社
員
が
存
在
す
る

か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
働
き
方
改
革
の
一
環
と
し
て
多

様
な
正
社
員
が
推
奨
さ
れ
る
な
か
で
、
②
が
パ
ー
ト
タ

イ
ム
に
あ
た
る
短
時
間
正
社
員
制
度
を
導
入
し
て
い
る

企
業
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
有
期
雇
用
契
約
が
更
新
さ

れ
て
通
算
５
年
を
超
え
た
場
合
に
、
労
働
契
約
法
に
基

づ
き
労
働
者
本
人
か
ら
の
申
し
込
み
に
よ
り
①
の
無
期

雇
用
に
転
換
し
た
後
も
、
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
変
更

が
な
く
、
会
社
内
で
正
社
員
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な

い
場
合
は
、無
期
雇
用
の
非
正
規
社
員
が
発
生
し
ま
す
。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
一
例
で
す
が
、
ほ
か
に
も
多
様
な

形
態
の
正
社
員
・
非
正
規
社
員
が
存
在
し
、
一
般
的
な

認
知
を
基
本
と
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
各
企
業
が
正
社

員
・
非
正
規
社
員
の
定
義
を
就
業
規
則
等
で
定
め
て
い

「正社員と非正規社員」
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る
の
が
実
情
で
す
。

統
計
か
ら
把
握
で
き
る
雇
用
状
況
・
処
遇

次
に
、
正
社
員
・
非
正
規
社
員
の
実
態
に
つ
い
て
、

雇
用
状
況
や
処
遇
に
関
す
る
統
計
か
ら
把
握
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
※1
。

雇
用
状
況
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
非
正
規
雇
用
の
現
状
と
課
題
」
※2
と
い
う

資
料
に
基
づ
き
み
て
い
き
ま
す
。
正
社
員
と
非
正
規
社

員
数
の
年
別
推
移
は
、
１
９
８
４
（
昭
和
59
）
年
は
全

労
働
者
３
９
３
６
万
人
の
う
ち
、
非
正
規
社
員
は
６
０

４
万
人
（
構
成
比
15
・
３
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
全

労
働
者
が
５
０
０
０
万
人
を
超
え
た
２
０
０
９
（
平
成

21
）
年
に
は
全
労
働
者
５
１
２
４
万
人
の
う
ち
非
正
規

社
員
は
１
７
２
７
万
人
（
33
・
７
％
）、
直
近
の
統
計

２
０
２
１
（
令
和
３
）
年
に
は
全
労
働
者
５
６
６
２
万

人
の
う
ち
非
正
規
社
員
は
２
０
７
５
万
人
（
36
・
７
％
）

と
推
移
し
、
非
正
規
社
員
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

一
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
年
の
正
社
員
数
を
み
る
と
１
９
８

４
年
は
３
３
３
３
万
人
、
２
０
０
９
年
は
３
３
９
５
万

人
、
２
０
２
１
年
は
３
５
８
７
万
人
と
近
年
増
加
傾
向

に
あ
り
ま
す
。

非
正
規
社
員
を
年
齢
階
級
別
に
み
る
と
、
２
０
２
１

年
の
非
正
規
社
員
の
う
ち
45
歳
以
上
が
１
２
５
３
万
人

（
60
・
４
％
）、
65
歳
以
上
の
推
移
は
、
２
０
０
９
年
に

は
65
歳
以
上
の
非
正
規
社
員
が
１
５
８
万
人（
９
・

１
％
）
に
対
し
て
、
２
０
２
１
年
に
は
３
９
３
万
人

（
18
・
９
％
）
と
実
数
・
構
成
比
と
も
に
倍
以
上
と
な

る
な
ど
、
65
歳
以
上
の
割
合
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
非
正
規
社
員
の
う
ち
正
社
員
と
し
て
働
く
機

会
が
な
く
非
正
規
社
員
と
し
て
働
い
て
い
る
者
の
割
合

は
、２
０
１
３
年
で
３
４
２
万
人（
19・２
％
）に
対
し
、

２
０
２
１
年
に
は
２
１
６
万
人
（
10
・
７
％
）
と
減
少

傾
向
に
あ
り
ま
す
。

処
遇
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
公
表
し
て
い
る

「
令
和
３
年
賃
金
構
造
基
本
統
計
調
査　
結
果
の
概
況
」

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
雇
用
形
態
・
性
別
の
賃
金
格
差
で

傾
向
が
つ
か
め
ま
す
。
調
査
対
象
日
に
お
け
る
対
象
者

平
均
の
最
高
水
準
は
、
男
性
正
社
員
は
４
２
８
万
６
０

０
０
円
に
対
し
非
正
規
社
員
は
２
７
４
万
７
０
０
０

円
、
女
性
正
社
員
３
０
５
万
６
０
０
０
円
に
対
し
非
正

規
社
員
は
２
０
０
万
２
０
０
０
円
で
あ
り
、
男
女
と
も

に
正
社
員
に
比
べ
非
正
規
社
員
の
賃
金
は
65
％
程
度
に

と
ど
ま
り
ま
す
。

ま
た
、
同
じ
く
厚
生
労
働
省
の
「
令
和
元
年
就
業
形

態
の
多
様
化
に
関
す
る
総
合
実
態
調
査
の
概
況
」
の
う

ち
、
現
在
の
会
社
に
お
け
る
各
種
制
度
等
の
適
用
状
況

を
み
る
と
、
退
職
金
制
度
は
正
社
員
77
・
７
％
に
対
し

非
正
規
社
員
13
・
４
％
、
賞
与
支
給
制
度
は
正
社
員

86
・
８
％
に
対
し
非
正
規
社
員
35
・
６
％
、
福
利
厚
生

施
設
等
の
利
用
は
正
社
員
55
・
８
％
に
対
し
非
正
規
社

員
25
・
３
％
の
適
用
と
、
正
社
員
に
適
用
さ
れ
て
も
非

正
規
社
員
は
適
用
外
の
制
度
も
多
く
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
正
社
員
・
非
正
規
社
員
の
雇

用
状
況
・
処
遇
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
全
労
働
者
が
増
加
す
る
な
か
、
正
社
員
・
非
正
規
社

員
と
も
に
増
加
傾
向
が
続
い
て
き
て
お
り
、
非
正
規

社
員
は
65
歳
以
上
の
割
合
が
高
ま
っ
て
い
る
。

・
正
社
員
と
し
て
働
く
機
会
が
な
く
、
非
正
規
社
員
と

し
て
働
い
て
い
る
者
の
割
合
は
10
％
程
度
。

・
正
社
員
と
非
正
規
社
員
の
処
遇
上
の
差
は
、
賃
金
の

額
や
制
度
面
で
も
明
ら
か
に
確
認
で
き
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
導

入
に
よ
る
、
同
一
企
業
・
団
体
に
お
け
る
正
社
員
と
非

正
規
社
員
と
の
間
の
不
合
理
な
待
遇
差
の
解
消
を
目
ざ

す
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
が
２
０
２
１
年

４
月
１
日
か
ら
全
面
施
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も

の
定
義
か
ら
し
て
複
雑
な
正
社
員
・
非
正
規
社
員
で
す

が
、
本
稿
が
理
解
の
一
助
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

次
回
は「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

※1　 統計上、正規雇用・正職員などで表記されているものは本稿では正社員、非正規雇用・正社員以外の労働者などで表記されているものは非正規社員と表記している
※2　http://www.mhlw.go.jp/content/001041163.pdf




